
９．救急・救助業務 
 
救急業務は、昭和３８年に法制化され、現在は高齢化の進展による人口構成の変化に伴い、需

要は今後さらに増大する可能性があるため、消防行政の中でも重要なものとなっている。 
また、救助業務については、昭和６１年の消防法改正により救助隊が法的に位置付けられ、そ

の業務範囲は火災、交通事故、自然災害や特殊な災害などにまで及んでいる。 
 
１．救急業務実施体制 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 現 在 、 県 内 消 防 本 部 の 救 急 隊 数 は ２ ２ ７ 隊 、 救 急 車 保 有 台 数 は ２ ７ ３ 台  
（うち非常用４８台）、救急隊員は３，４８１人（うち専任隊員は１，３２０人、兼任隊員は 
２，１６１人）である。 
また、県内消防本部の救急救命士数は１，３１５人で、全ての消防本部で救急救命士による 

救急業務が実施されている。（第１表参照） 
 
２．救急業務実施状況 

令和２年中の県内救急出場総件数は３０５，２５３件で、前年に比べ３６，９３１件減少した。

これを事故種別でみると、急病１９７，２５２件（６４．６％）、一般負傷４６，３８９件 
（１５．２％）、交通事故１８，４９０件（６．１％）の順となる。 

  また、救急搬送人員は２６６，２１９人で、前年に比べ３５，５６９人減少した。 
これは、県内において約１分４３秒に１回の割合で救急車が出場し、県民を６３０万人とした 

場合、約２４人に１人が救急車で搬送されたことになる。（第２表参照） 
 
３．救助業務実施体制 
  令和３年４月１日現在、県内市町村の救助隊総数は５６隊（うち救助隊９隊、特別救助隊３５

隊、高度救助隊１１隊、特別高度救助隊１隊）であり、救助工作車保有台数は５４台である。 
また、救助隊総隊員数は９０３人（うち救助隊員１２０人、特別救助隊員５８７人、高度救

助隊員１８０人、特別高度救助隊員１６人）である。（第６表、第６－２表参照） 
 
４．救助業務実施状況 

令和２年中の県内救助活動総件数は２，８８３件で、前年に比べ９３件減少した。 
これを事故種別でみると、建物等による事故１，４８４件（５１．５％）、交通事故４０５件 
（１４．０％）、火災１９７件（６．８％）の順となる。 

  また、救助人員は２，１６６人で、前年に比べ２８０人減少した。（第７表参照） 


